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（本文） 

第Ⅰ章 管路設計の基本方針  

1.1 基本事項  

１ 管種 

２ 管径 

３ 設計水圧 

４ 占用位置 

５ 土被り 

６ 掘削幅 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文） 

第Ⅰ章 管路設計の基本方針  

1.1 基本事項  

１ 管種 

２ 管径 

３ 設計水圧 

４ 占用位置 

５ 土被り 

６ 掘削幅 

７ 離隔 

（１）管が地下埋設物と近接又は交差する場合は、0.3m 以上の離隔をとらなければ

ならない。 

（２）やむを得ない事情により、0.3m 以上の離隔を確保できない場合は、漏水補修

材の施工に必要な離隔を最低限確保した上で、サンドエロージョン現象に対す

る対策として耐摩板(ブタジエンゴムシート)を設置すること。 

（３）漏水補修材の施工に必要な離隔については，各口径の漏水補修材の製品厚さ

に 5 ㎝を加えたものとする。 

（４）耐摩板の設置位置は水道管を露出させる場合は水道管に接するものとする。

この際、巻付けは不要とする。水道管を露出させない場合は掘削穴内で最も水道

管に近い位置とする。 

（５）耐摩板は６㎜厚の板状のものを使用し、最低限の大きさとして近接部の場合

は水道管の外径以上とし、交差部の場合は交差部の投影面積以上とする。 
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附則 

平成 25 年（2013 年）4 月 施行 
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（６）耐摩板の性能については下表のとおりとする。 

         
（７）漏水補修材の施工に必要な離隔を確保できない場合は、監督職員と協議の上、

水道管の切り回し等、離隔の確保に必要な処置をとること。 

（８）上記によらない場合は別途協議すること。 
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